
②米の需給安定・経営安定のための施策
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米の需給安定・米生産者の経営安定に関する主要な政策ツール

○ 米の需要が減少する中、需要に応じた主食用米の作付けを行うとともに、麦、大豆等の本作化を進める。
○ また、産地において、あらかじめ積立てを行い、自主的に需給の安定に向けて、長期計画的な販売や海外

用など主食用米の他用途への販売を行う取組に対しても支援。
○ 米価の変動等による収入減少については、収入保険又は収入減少影響緩和交付金（ナラシ対策）で対応。
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食料自給率・自給力の向上に資する麦、大豆、米粉用米等の戦略作物の本作化とともに、地域の特色を活かした魅力的な産地づくり、畑地化による高収益
作物等の定着等を支援します。

１．戦略作物助成 水田を活用して、麦、大豆、飼料作物等の作物を生産する農業者を支援
２．産地交付金  地域の作物振興の設計図となる「水田収益力強化ビジョン」に基づく、地域の特色を活かした魅力的な産地づくりに向け

た取組を支援
３．都道府県連携型助成  都道府県が転換拡大に取り組む生産者を独自に支援する場合に、国が追加的に支援
４．畑地化促進助成  水田の畑地化や畑地化後の畑作物の定着までの一定期間の支援のほか、農地利用の団地化等に向けた関係者間の

調整や種子の確保、土地改良区の地区除外決済金等を支援

○ 米穀周年供給・需要拡大支援事業
業務用米・新市場開拓用米等の安定取引を拡大するために必要な取組等を支援します。
また、産地において、あらかじめ生産者等が積立てを行い、以下の取組を実施する場合に支援します（値引きや価格差補填のための費用は支援の対象外）。 

 １．周年安定供給のための長期計画的な販売の取組 主食用米を翌年から翌々年以降に長期計画的に販売する取組（播種前契約、複数年契約の場
          合は、追加的に支援)

  ２．海外向けの販売促進等の取組 主食用米を海外向けに販売する際の商品開発、販売促進等の取組
  ３．業務用向け等の販売促進等の取組 主食用米を業務用向け等に販売する際の商品開発、販売促進等の取組
  ４．非主食用への販売の取組   主食用米を非主食用へ販売する取組

○ 収入減少のためのセーフティネット

収入保険（青色申告者が対象）  米をはじめ、全ての農産物を対象に、自然災害や価格低下のほか、農業者の経営努力では避けられない様々な
リスクによる収入減少を補償します。
農業者ごとに、保険期間の収入が基準収入の９割を下回った場合に、下回った額の９割を上限に補てんします。
農業者は、保険料・積立金等を支払って加入します（保険料の50%、積立金の75%を国庫補助）。

ナラシ対策（認定農業者等が対象） 当年産の販売収入の合計が標準的収入額を下回った場合に、その差額の９割を、国からの交付金と農業者が
積みたてた積立金で補てんします。補てんの財源は、農業者と国が１対３の割合で負担します。

○ 水田活用の直接支払交付金



令和６年産水田活用予算の全体像

○ 令和６年度当初予算と令和５年度補正予算を合わせ、令和６年産における畑地化や作付転換支援に対応可能
な予算総額を確保。
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水田活用の直接支払交付金
2,905億円
【Ｒ６当初】

⑤ 国産小麦・大豆供給力強化総合対策
50億円 【Ｒ５補正】 ＋ １億円【Ｒ６当初】

④ 畑作物産地形成促進事業
（旧水田リノベーション事業）

180億円 【Ｒ５補正】
＜対象作物＞
麦・大豆、高収益作物（野菜等）、子実
用とうもろこし

② 畑地化促進事業
（畑地化の取組等への支援）

コメ新市場開拓等促進事業
（旧水田リノベーション事業）

110億円【Ｒ６当初】
＜対象作物＞新市場開拓用米（輸出用米等）、加工用米、米粉用米

令和５年度補正予算 令和６年度当初予算

畑
地
化
支
援

畑
作
物
産
地
形
成

畑地化促進助成

麦
･大
豆

③ 水田活用の
直接支払交付金
（５年産不足分）

110億円
【Ｒ５補正】

① 畑地化促進事業
（５年産保留分）

＜令和６年産＞＜令和５年産＞

750億円【Ｒ５補正】

＜関連予算＞
・国産シェア拡大対策（麦・大豆） 80億円【R５補正】

（乾燥調製施設等の導入、ストックセンターの整備等）

・米粉の利用拡大支援 20億円【R５補正】
（米粉の利用拡大支援対策事業）

・国産飼料の生産・利用拡大 130億円（所要額）【R５補
正】＋18億円の内数【R６当初】

（飼料自給率向上緊急対策、飼料増産・安定供給対策）

・機械・施設等の導入支援 310億円【R５補正】＋121億円【R６当初】
（産地生産基盤パワーアップ事業、強い農業づくり総合支援交付金）

・汎用化・畑地化等に向けた基盤整備 460億円の内数【R５補正】＋152億円【R６当初】
（農業農村整備事業等）

・中山間地域対策 ５億円の内数【R５補正】＋411億円【R６当初】
（元気な地域創出モデル支援事業、農村型地域運営組織（農村ＲＭＯ）形成推進事業、最適土地利用総合対策等）21



令和６年産における水田活用予算の見直しの主な変更点
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【 令和６年産 】【 令和５年産 】

水田活用の直接支払交付金 【Ｒ５当初】 水田活用の直接支払交付金 【Ｒ６当初】

○戦略作物助成、産地交付金など*

・飼料用米（多収品種）/米粉用米への数量払
：標準単価8.0万円（収量に応じて5.5～10.5万円/10a）

・飼料用米（一般品種）への数量払
：標準単価7.5万円（収量に応じて5.5～9.5万円/10a）

・新市場開拓用米の複数年契約※： １万円/10a
※コメ新市場開拓等促進事業で採択された者が対象                             など

○畑地化促進助成 ※①～③はＲ５補正予算「畑地化促進事業」と同じ趣旨

①畑地化支援*

②定着促進支援*

③産地づくり体制構築等支援
④子実用とうもろこし支援* 

畑地化促進事業 【Ｒ５補正】

○畑地化支援* ：高収益作物 14.0万円/10a、畑作物14.0万円/10a
 ※配分基準から取組品目によるポイントを削除

○定着促進支援* ：高収益作物・畑作物 2.0(3.0※)万円/10a×５年間
※加工・業務用野菜等

○産地づくり体制構築等支援
①産地づくりに向けた体制構築支援：１協議会あたり上限300万円
②土地改良区決済金等支援 ：上限25万円/10a

畑作物産地形成促進事業* 【Ｒ５補正】

・対象作物：麦、大豆、高収益作物、子実用とうもろこし
・支援単価：４万円/10a（Ｒ７年に畑地化する場合は4.5万円/10a）

※畑地化に取り組む協議会を優先採択。また配分基準に新規取組者の割合等によるポイントを追加

コメ新市場開拓等促進事業* 【Ｒ６当初】

・対象作物：新市場開拓用米 、加工用米、米粉用米（パン・めん用の専用品種）

・支援単価：４万円/10a 、３万円/10a、９万円/10a
※配分基準に新規取組者の割合等によるポイントを追加

（注：＊印を付した事業及び支援メニューは、農業経営基盤強化準備金の対象となります。）

○戦略作物助成、産地交付金など*

・飼料用米/米粉用米への数量払
：標準単価8.0万円（収量に応じて5.5～10.5万円/10a）

・新市場開拓用米の複数年契約： １万円/10a      など

○畑地化促進助成 ※①～③はＲ４補正予算「畑地化促進事業」と同じ趣旨

①畑地化支援*

②定着促進支援*

③産地づくり体制構築等支援
④子実用とうもろこし支援* 

畑地化促進事業 【Ｒ４補正】

○畑地化支援* ：高収益作物 17.5万円/10a、畑作物14.0万円/10a

○定着促進支援* ：高収益作物・畑作物 2.0(3.0※)万円/10a×５年間
※加工・業務用野菜等

○産地づくり体制構築等支援
①産地づくりに向けた体制構築支援：１協議会あたり上限300万円
②土地改良区決済金等支援 ：上限25万円/10a

畑作物産地形成促進事業* 【Ｒ４補正】

・対象作物：麦、大豆、高収益作物、子実用とうもろこし
・支援単価：４万円/10a（Ｒ６年に畑地化する場合は4.5万円/10a）

コメ新市場開拓等促進事業* 【Ｒ５当初】

・対象作物：新市場開拓用米、加工用米、米粉用米（パン・めん用の専用品種）

・支援単価：４万円/10a、３万円/10a、９万円/10a



＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞
１．戦略作物助成

水田を活用して、麦、大豆、飼料作物、WCS用稲、加工用米、飼料
用米、米粉用米を生産する農業者を支援します。

２．産地交付金
「水田収益力強化ビジョン」に基づく、地域の特色をいかした魅力的な

産地づくりに向けた取組を支援します。

３．都道府県連携型助成
都道府県が転換作物を生産する農業者を独自に支援する場合に、

農業者ごとの前年度からの転換拡大面積に応じて、都道府県の支援単
価と同額（上限：0.5万円/10a）で国が追加的に支援します。

４．畑地化促進助成
水田を畑地化し、高収益作物やその他の畑作物の定着等を図る取

組等を支援します。
５．コメ新市場開拓等促進事業 11,000（11,000）百万円

産地と実需者との連携の下、新市場開拓用米等の低コスト生産等
の取組を行う農業者を支援します。※７

※７ 予算の範囲内で、助成対象となる地域農業再生協議会を決定

〇水田活用の直接支払交付金等
【令和６年度予算概算決定額 301,500（305,000）百万円】

＜対策のポイント＞
食料自給率・自給力の向上に資する麦、大豆、米粉用米等の戦略作物の本作化とともに、地域の特色をいかした魅力的な産地づくり、産地と実需者との

連携に基づいた低コスト生産の取組、畑地化による高収益作物等の定着等を支援します。

＜政策目標＞ 
○ 麦・大豆等の作付面積を拡大（麦30.7万ha、大豆17万ha、飼料用米9.7万ha［令和12年度まで］）  ○ 実需者との結びつきの下で、需要に応じた生産を行う産地の育成・強化
○ 飼料用米、米粉用米の生産を拡大（飼料用米：70万t、米粉用米：13万t［令和12年度まで］）

［お問い合わせ先］農産局企画課（03-3597-0191）

戦略作物助成
対象作物 交付単価

麦、大豆、飼料作物 3.5万円/10a※1

WCS用稲 ８万円/10a

加工用米 ２万円/10a

飼料用米、米粉用米 収量に応じ、5.5万円~10.5万円/10a※２

産地交付金 ○ 当年産の以下の取組に応じて資金枠を追加配分

＜交付対象水田＞
・ たん水設備（畦畔等）や用水路等を有しない農地

は交付対象外。
・ ５年間で一度も水張り（水稲作付）が行われない

農地は令和９年度以降は交付対象水田としない。
・ 水張りは、水稲作付けにより確認することを基本とする。

ただし、①湛水管理を１か月以上行い、②連作障害
による収量低下が発生していない場合は、水張りを
行ったものとみなす。

資金枠の範囲内で
都道府県が

助成内容を設定 地域協議会ごとの
助成内容の設定も可能

国

都道府県

地域協議会

取組内容 配分単価
そば・なたね、新市場開拓用米、地力増進作物の
作付け（基幹作のみ） ２万円/10a

新市場開拓用米の複数年契約※４

（3年以上の新規契約を対象に令和6年度に配分） 1万円/10a

資金枠を配分※３

資金枠を配分

営農計画書・交付申請書等の取りまとめ

交付

申請

＜事業の流れ＞

国 農業者 （１~３の事業、
 ４・５の事業の一部）

農業再生協議会等

交付

申請
国 （４・５の事業の一部）農業再生

協議会等都道府県
申請

定額

※１：多年生牧草について、収穫のみを行う年は１万円/10a
※２：飼料用米の一般品種について、令和６年度については標準単価7.5万円/10a（5.5~9.5万円/10a）

 今後、標準単価を段階的に引き下げ、令和８年度において標準単価6.5万円/10a（5.5~7.5万円/10a）とする

※３：作付転換の実績や計画等に基づき配分
※４：コメ新市場開拓等促進事業で採択された者が対象

① 畑地化支援※５ ：14.0万円/10a
② 定着促進支援※５ （①とセット）：２万円（３万円※６）/10a×５年間

または10万円（15万円※６ ）/10a（一括）
③ 産地づくり体制構築等支援
④ 子実用とうもろこし支援（１万円/10a）

畑地化促進助成 （令和５年度補正予算と併せて実施） ※５：対象作物は、畑作物（麦、大豆、
飼料作物（牧草等）、子実用とう
もろこし、そば等）及び高収益作
物（野菜、果樹、花き等）

※６：加工・業務用野菜等の場合
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・  現行ルールの再徹底
・ 転換作物が固定化している水田の畑地化を促すとともに、水稲と転換作物とのブロックローテーション体

系の再構築を促すため、現場の課題を検証しつつ、今後５年間（R4～R8）に一度も水張が行われない農地
は交付対象水田としない方針

水田活用の直接支払交付金の交付対象水田の見直しについて

24

○ H28.4 予算執行調査の開始

○ H28.6 予算執行調査の結果公表
・ 現況として米の生産ができない農地や米以外の生産が継続している農地を、交付対象から除外すべき
・ そのため、除外すべき基準を明確で具体的なものとし、各協議会で厳正な運用が行われるようにすべき

○ H29.1 H29年度における見直し
・ 交付対象水田から除く農地の基準を設定

① 湛水設備（畦畔等）を有しない農地
② 用水供給設備を有しない農地、又は、土地改良区内にあっては賦課金が支払われていない農地

⇒ 要綱に反映（H29.4月1日付け政策統括官通知）

○ R3.12 R3.12に決定した方針

畦畔
（けいはん）

交付対象となっていた水田
（畦畔はない）



水田活用の直接支払交付金の交付対象水田について
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１．交付対象水田の整理・更新

地域農業再生協議会は、毎年７月１日現在で、水田活
用直接支払交付金の交付対象とする農地（交付対象水
田）を明確にした水田台帳等を整理する。

２．交付対象水田の範囲

前年度に交付対象水田としたものから、以下に該当する
ものを除く。

・現況において非農地に転用された土地

・３年間連続して作物の作付けが行われていない農地

・畑地化し水田機能を喪失する等水稲の作付けが困難な
農地として、次にいずれかに該当するもの

①たん水設備（畦畔等）を有しない農地

②用水供給設備（用水路等）を有しない農地

・５年間に一度も水張り（水稲作付）※が行われてい
ない農地

交付対象水田の現行ルール
（要綱の抜粋）

５年水張りルールの具体化

※ 「今後５年間に一度も水張り、すなわち水稲の作付けが行われな
い農地は交付の対象としない。」

（令和３年12月22日 (参)農林水産委員会において金子大臣答弁）

〔令和３年12月に決定した方針〕

〔令和４年秋に具体化された内容〕

・５年間に一度も水張りが行われていない農地は交付対象
としない

〔目的〕
・転換作物が固定化している水田は、畑地化を促す
・水田機能を有する農地において転換作物の生産を行う場合は、

ブロックローテーション体系の再構築を促す

・ただし、以下に該当するものは、５年間に一度も水張りが
行われない場合であっても交付対象水田から除外しない。
① 災害復旧に関連する事業が実施されている場合
② 基盤整備に関連する事業が実施されている場合
※ ①、②のいずれの場合も、過去の作付けの実績及び将来の作付計画等

から、確実に水張りを行うことが確認できる場合は、交付対象とする
。

・水張りは、水稲作付けにより確認することを基本とする。
・ただし、以下のすべてに該当する場合は水張りを行ったと

みなす。
① 湛水管理を１か月以上行う
② 連作障害による収量低下が発生していない

※  ５年を超える間隔でブロックローテーションに取り組んで
いるケースについては、実例の検証を継続。



水田活用の直接支払交付金に係る会計検査院からの指摘事項等について

○ 水田活用の直接支払交付金については、会計検査院による令和５年度会計検査の対象となっており、令和４
年秋以降、各道府県の再生協議会等に対して実地検査が行われてきたところ。これらの実地検査を踏まえ、
昨年１０月２３日に農林水産大臣宛て処置要求が発出・公表されたところ。
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会計検査院からの指摘事項 左記を踏まえた処置要求

ア 実質的に水稲の作付けが困難な農地に交付金が交付されてい

た事例があった

イ 実績報告書において、自家利用の飼料作物等に係る収量の確

認ができていない事例があった

ウ 収量確認が適切に実施されていない事例があった

エ 収量低下理由書の確認や地方農政局等による改善指導が十分

に機能していない事例があった

ア 水稲作付けに当たり撤去が困難な園芸施設が設置等されてい

るなどの場合に、実質的に水稲の作付けを行うことが困難な農

地であるかどうかを判断できるように基準を定めること

イ 自家利用の飼料作物等について収量が確認できる書類等を提

出し又は保管させるなどして収量を把握できるようにして、収量

の妥当性を確認できるようにすること

ウ 飼料作物、WCS等の対象作物について、協議会等における基

準単収や平均単収の設定などにより、定量的な収量確認を行う

ことができるようにすること

エ 収量低下理由書の確認方法や地方農政局長等による改善指

導の仕組みが十分に機能することにしたり、現行制度の運用の

見直しを検討したりして、対象作物の収量増加に向けた改善が

図られやすくなるような方策を講ずること



会計検査院からの処置要求に対する対応方針

○ 会計検査院からの改善の処置要求を踏まえ、今年度中に通知の改正に向けた手続きを進めるとともに、昨年
11月より今後の対応について全国会議等の場において説明をすることなどにより、関係者への周知を徹底
することで、同交付金の適切な運用を進めていくこととしている。 
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会計検査院からの処置要求 処置要求に対する当省の対応方針

ア 水稲作付けに当たり撤去が困難な園芸施設
が設置等されているなどの場合に、実質的に
水稲の作付けを行うことが困難な農地である
かどうかを判断できるように基準を定めるこ
と

イ 自家利用の飼料作物等について収量が確認
できる書類等を提出し又は保管させるなどし
て収量を把握できるようにして、収量の妥当
性を確認できるようにすること

ウ 飼料作物、WCS等の対象作物について、協
議会等における基準単収や平均単収の設定な
どにより、定量的な収量確認を行うことがで
きるようにすること

エ 収量低下理由書の確認方法や地方農政局長
等による改善指導の仕組みが十分に機能する
ことにしたり、現行制度の運用の見直しを検
討したりして、対象作物の収量増加に向けた
改善が図られやすくなるような方策を講ずる
こと

ア 交付対象水田に、国等の補助金により処分制限期間内のガラスハウス等が
設置されている場合は、交付対象水田から除外するといった基準を通知に記
載

イ 自家利用の飼料作物等については、収量の妥当性を確認できるよう、収量
（簡易的な推計も可）や、農業者が有する給餌記録、放牧の記録等を農業者
自ら保管し、必要に応じて協議会へ提出するよう通知に記載

ウ 飼料作物、ＷＣＳ等について、収量確認の目安となるよう、農林水産統計
や各県が収集しているデータ等を活用し、都道府県協議会が地域毎の基準単
収又は平均単収を設定するよう通知を見直し

エ 連続して収量低下理由書が提出された者への地方農政局長等による改善指
導を徹底するとともに、改善指導の内容が実行されていなかった場合は、交
付対象外とすることを通知に明記
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